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特定施設に関する届出一覧表（下水道法第12条の3～8関連）※　旅館業の用に供するちゅう房施設、洗たく施設及び入浴施設（温泉を利用するものを除く。）に係るものは、届出及び下水排除の制限等に関しては特定施設から除かれます。
ただし、入浴施設のうち温泉を利用する場合はこの限りではありません。

